
                                

 

ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧの提案に対する対応について 

 

経緯：平成25年度から災害対策課と協働事業を実施、「アクティブ防災事業」と「アクティ 

ブ防災講座ファシリテータ養成事業」を実施、平成26年度の継続事業提案で、新たに医師 

や弁護士等と勉強会を開催する「サロン事業」を提案（総額1,000万円）。 

10月31日の審査会で継続（増額）は認められたが、サロン事業については、認められない 

こととなる。 

 H25.11.9 川崎市で開催された「知事と語ろう対話の広場」で知事に「協働事業は取り組め 

なくなった」という趣旨の発言をし、自ら作成した基金２１の改善案を手渡した。 

  

ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧ ローさん知事提出資料 

「基金２１を三歩先行く助成プログラムにするために」 から抜粋 

 

１ 現行スケジュールでの問題点 

 現行 継続事業でも幹事会の審査対象は提案書のみ 

            ↓ 

 提案 継続事業では、幹事会の審査対象が提案書＋半年の活動実績とすべき。 

●１の対応策： 

本年２月の会計調査時に基金事業課長から他の継続団体も同じ条件であることを話しつつ、 

提案を受け、今年度の継続申請から、事業実績を追加することを検討する旨、説明した。 

 

２ 現行の仕組みで課題だと感じること 

 ①交流はあるが、互いの事業に強い関心があるわけではない。 

 ②広報等での積極的な協力関係もない。 

 ③基金２１のボランタリー団体というグループでの認知はない。 

●２の対応策： 

H26年4月23日 基金２１事務説明会（負担金、補助金全団体対象）で、 

①事務局の説明時間を減らし、各団体からパンフや資料など25部提出してもらい、 

担当者相互(20名以上)の名刺交換会を実施、積極的な情報交換が行われた。 

 

 ②団体相互が情報交換しやすくなるよう、名簿を作成し、配布することとした。 

  説明会終了後、基金２１情報交換会主催の懇親会で、さらに交流を深めた。 

（MAMA-PLUGは欠席） 

 

３ 「継続のプレゼンの待ち時間に他の団体と交流したい。」との要望あり。 

●３の対応策： 

基金事業課職員は審査会のため対応できないので、当日、各参加団体に要望を伝える。 

 

●先日の基金２１事務説明会において、ローさんの要望により説明する機会を設けた。 

「26年度事業コラボレーションのご提案」が配布された。（別添） 

H26.5.15 
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